
議案第８１号 

海老名市表彰条例及び証人等の実費弁償に関する条例の一部改正につい 

て 

海老名市表彰条例及び証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例を別紙

のとおり定める。 

  平成２７年１２月３日提出 

海老名市長  内 野  優  

提案理由 

農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行うため
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   海老名市表彰条例及び証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する 

条例 

 （海老名市表彰条例の一部改正） 

第１条 海老名市表彰条例（昭和３９年条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第３号中「（選挙による農業委員会委員を含む。）」を削る。 

（証人等の実費弁償に関する条例の一部改正） 

第２条 証人等の実費弁償に関する条例（昭和３０年条例第１８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１条第６号中「第２９条第１項」を「第３５条第１項」に、「耕作者」を「農

業者」に、「関係人」を「関係者」に改める。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 
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